
4 2012（平成24年）

4月
（卯月） APRIL
29日・昭和の日　30日・振替休日

国民一人ひとりに付ける固有の番号。名寄
せし、個人情報を確認することで、年金・医
療・福祉や税等の行政分野で、社会保障給付
や将来導入が予定される給付付税額控除等に
対応します。関係法案が成立すれば、平成26
年６月に個人・法人に番号を交付し、27年１
月以降利用開始の予定です。

国　税／3月分源泉所得税の納付 4月10日
国　税／2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

5月1日
国　税／8月決算法人の中間申告 5月1日
国　税／5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 5月1日
地方税／給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月16日
地方税／固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

4月中において市町村の条例で定める日
地方税／土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日〜4月20日
または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／軽自動車税の納付
4月中において市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（1月〜3月分） 5月1日

マイナンバー（共通番号）制度

4 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント

日 月 火 水 木 金 土
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平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
法
案

は
、
本
来
の
年
度
末
で
あ
る
平
成
二

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
成
立

せ
ず
、
期
限
切
れ
と
な
る
租
税
特
別

措
置
に
つ
い
て
の
み
「
つ
な
ぎ
法
」

を
用
い
て
延
長
さ
れ
た
後
、
六
月
二

十
二
日
に
第
一
次
確
定
分
と
し
て
、

雇
用
促
進
税
制
と
期
限
切
れ
租
税
特

別
措
置
の
延
長
等
の
み
抜
粋
し
て
成

立
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
残
り
の
法
案
は
継
続
審

査
と
な
り
、
さ
ら
に
一
部
を
抜
き
出

し
、
第
二
次
確
定
分
と
し
て
平
成
二

十
三
年
十
一
月
三
十
日
に
成
立
（
十

二
月
二
日
施
行
）
し
、
残
っ
た
法
案

は
不
成
立
と
な
り
ま
し
た
。

不
成
立
と
な
っ
た
平
成
二
十
三
年

度
税
制
改
正
法
案
の
う
ち
、
一
部
は

平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
大
綱
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
第
二
次
確
定
分
に
つ
い

て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

図
表
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

１
　
法
人
税
率
の
引
下
げ

a

本
則
税
率
の
引
下
げ

普
通
法
人
の
税
率
が
二
五
・

五
％
（
改
正
前
三
〇
％
）、
中
小
法

人
の
年
八
〇
〇
万
円
以
下
の
金
額

の
軽
減
税
率
が
一
九
％
（
改
正
前

二
二
％
）
と
さ
れ
ま
し
た
。

s

中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
法
人

税
率
の
特
例
の
引
下
げ

年
八
〇
〇
万
円
以
下
の
金
額
に

対
す
る
法
人
税
率
が
一
五
％
（
改

正
前
一
八
％
）
と
さ
れ
ま
し
た
。

d

復
興
特
別
法
人
税
に
よ
る
調
整

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

開
始
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、

a
及
び
s
の
法
人
税
率
の
一
〇
％

が
法
人
税
率
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

普
通
法
人

…
二
五
・
五
％→

二
八
・
〇
五
％

中
小
企
業
者

…
一
五
％→

一
六
・
五
％

２
　
減
価
償
却
制
度
の
見
直
し

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に

取
得
す
る
減
価
償
却
資
産
の
定
率
法

の
償
却
率
は
、
定
額
法
の
償
却
率

（
１
／
耐
用
年
数
）
を
二
倍
し
た
数

Ⅰ
●

適
用
期
日

Ⅱ
●

改
正
項
目
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（
改
正
前
二
・
五
倍
し
た
数
）
と
さ
れ

ま
し
た
。

３

欠
損
金
の

繰
越
控
除
制
度
の
見
直
し

a

繰
越
欠
損
金
の
使
用
制
限

青
色
申
告
書
を
提
出
し
た
事
業

年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度

及
び
青
色
申
告
書
を
提
出
し
な
か

っ
た
事
業
年
度
の
災
害
に
よ
る
損

失
金
の
繰
越
控
除
制
度
に
お
け
る

控
除
限
度
額
に
つ
い
て
、
そ
の
繰

越
控
除
を
す
る
事
業
年
度
の
そ
の

繰
越
控
除
前
の
所
得
金
額
の
八

〇
％
相
当
額
と
さ
れ
ま
す
が
、
中

小
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
。

s

繰
越
控
除
期
間
の
延
長

青
色
申
告
書
を
提
出
し
た
事
業

年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
期
間
、
青

色
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
事

業
年
度
の
災
害
に
よ
る
損
失
金
の

繰
越
期
間
が
九
年
（
改
正
前
七
年
）

に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

４
　
貸
倒
引
当
金
制
度
の
見
直
し

貸
倒
引
当
金
制
度
の
適
用
法
人
が
、

①
中
小
法
人
等
、
②
銀
行
、
保
険
会

社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
法
人
、

③
売
買
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
リ

ー
ス
資
産
の
対
価
の
額
に
係
る
金
銭

債
権
を
有
す
る
法
人
等
に
限
定
さ
れ

ま
し
た
。
前
記
以
外
の
法
人
の
平
成

二
十
四
年
度
か
ら
二
十
六
年
度
ま
で

の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
つ

い
て
は
、
現
行
法
に
よ
る
損
金
算
入

限
度
額
に
対
し
て
、
平
成
二
十
四
年

度
は
四
分
の
三
、
二
十
五
年
度
は
四

分
の
二
、
二
十
六
年
度
は
四
分
の
一

の
引
当
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

５

寄
附
金
の

損
金
不
算
入
制
度
の
見
直
し

①

一
般
の
寄
附
金
の
損
金
算
入
限

度
額
引
下
げ
…
資
本
基
準
と
所
得

基
準
の
合
計
額
の
四
分
の
一（
改
正

前
二
分
の
一
）
と
さ
れ
ま
し
た
。

②

特
定
公
益
増
進
法
人
等
に
対
す

る
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
引

上
げ
…
一
般
の
寄
附
金
の
損
金
算

入
限
度
額
の
縮
減
額
と
同
額
の
拡

充
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

６
　
更
正
の
請
求
の
範
囲
拡
大

当
初
申
告
の
確
定
申
告
書
に
適
用

金
額
を
記
載
し
た
場
合
等
に
限
り
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
以
下
の

制
度
等
に
つ
い
て
、
確
定
申
告
書
、

修
正
申
告
書
又
は
、
更
正
の
請
求
書

に
適
用
金
額
を
記
載
し
た
書
類
の
添

付
が
あ
る
場
合
等
に
限
り
、
適
用
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
控
除
額
の
制
限
が
見
直
さ

れ
、
更
正
の
請
求
に
よ
り
、
当
初
申

告
時
の
控
除
等
の
金
額
を
増
額
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
金
額
は
、
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た
金
額
を
基
に
計
算
さ
れ
た
金
額

を
限
度
と
し
ま
す
。

①
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
、

②
外
国
子
会
社
か
ら
受
け
る
配
当
等

の
益
金
不
算
入
、
③
指
定
寄
附
金
及

び
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄

附
金
の
損
金
算
入
、
④
所
得
税
額
控

除
、
⑤
外
国
税
額
控
除
、
な
ど

７
　
更
正
の
請
求
期
間
の
延
長

納
税
者
が
す
る
更
正
の
請
求
に
つ

い
て
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
が
原
則
と
し
て
五
年
（
改
正
前

一
年
）
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
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通
常
受
け
取
る
べ
き
権
利
金
を
受

け
取
ら
ず
、
か
つ
、
相
当
の
地
代
の

額
に
満
た
な
い
額
の
地
代
し
か
受
け

取
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し

て
権
利
金
の
認
定
課
税
が
行
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、「
土
地
の
無
償
返
還

に
関
す
る
届
出
」
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
権
利
金
の
認
定
課
税
は
行

わ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
届
出
は
、
法
人
が
借
地
権
の

設
定
等
に
よ
り
他
人
に
土
地
を
使
用

さ
せ
、
そ
の
借
地
権
の
設
定
等
に
係

る
契
約
書
に
お
い
て
、
将
来
借
地
人

等
が
そ
の
土
地
を
無
償
で
返
還
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、

こ
れ
を
届
け
出
る
手
続
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
届
出
の
手
続
は
、

借
地
権
の
設
定
等
に
よ
り
他
人
に
土

地
を
使
用
さ
せ
、
権
利
金
に
代
え
て

相
当
の
地
代
を
収
受
す
る
こ
と
と
し

た
法
人
と
そ
の
借
地
人
の
連
名
に
よ

り
行
う
も
の
で
す
。

使用人賞与の損金算入時期

法人が使用人に対して支給する賞与の額
（使用人兼務役員に対して支給する賞与の
うち使用人としての職務に対応する部分の
金額も含まれます）は、原則としてその支
払をした日の属する事業年度の損金の額に
算入します。

ただし、次のa、sの場合は、その区分
に応じ、それぞれ【損金算入事業年度】と
して示した事業年度の損金の額に算入しま
す。なお、これらの規定は、資金繰りの都
合によって、賞与の支給日が翌期にずれ込
んでしまうようなケースに活用できます。
a 労働協約又は就業規則により定められ
る支給予定日が到来している賞与（使用
人にその支給額が通知されているもの
で、かつ、その支給予定日又はその通知
をした日の属する事業年度においてその
支給額につき損金経理したものに限りま
す。）

【損金算入事業年度】
⇒その支給予定日又はその通知をした日
のいずれか遅い日の属する事業年度

s 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
イ その支給額を、各人別に、かつ、同
時期に支給を受けるすべての使用人に
対して通知をしていること（ただし、
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合の
その支給額の通知は、ここでいう「通
知」には該当しません）。

ロ イの通知をした金額を通知したすべ
ての使用人に対しその通知した日の属
する事業年度終了の日の翌日から１か
月以内に支払っていること。

ハ その支給額につきイの通知をした日
の属する事業年度において損金経理を
していること。

【損金算入事業年度】
⇒使用人にその支給額の通知をした日の
属する事業年度

譲渡所得において、相続税を
取得費に加算できる特例

「相続財産を譲渡した場合の取得費の
特例」として、譲渡所得において相続税
を取得費に加算できる特例があります。

これは、相続によって取得した土地や
建物、株式などを、一定期間内に譲渡し
た場合に、相続税額のうち一定金額を譲
渡資産の取得費に加算ができるというも
のです。なお、この特例は譲渡所得のみ
にしか適用されません。

この特例を受けるためには次の要件を
満たしている必要があります。
① 相続や遺贈により財産を取得した者
であること。

② その財産を取得した人に相続税が課
税されていること。

③ その財産を、相続開始のあった日の
翌日から相続税の申告期限の翌日以後3
年を経過する日までに譲渡しているこ
と。

土
地
の
無
償
返
還
に
関
す
る
届
出


